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航空サービスにおける料金制度に見られるように，情報技術の進展に伴って，様々な形式の複雑な料金制度
が導入されるようになった．本研究では，そのうち時刻によって料金を変動することが出来る，通時的差別化
料金制度に着目する．個人の効用に情報の非対称性と不確実性がある場合，通時的な差別化料金を通じて情報
の非対称性を解消する方法論について検討する．通時的差別化料金制度の導入が私的情報の顕示メカニズムと
してどのように機能するのかを説明し，制度の導入が社会的厚生に及ぼす影響について分析する．さらに，制
度を導入する場合の注意事項について指摘する．
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1. はじめに

航空サービスにおける料金制度に見られるように，情

報技術の進展に伴って，様々な形式の複雑な料金制度

が導入されるようになった．本研究では，そのうち時刻

によって料金を変動することが出来る，通時的差別化

料金制度に着目する．個人の効用に情報の非対称性と

不確実性がある場合，通時的な差別化料金を通じて情

報の非対称性を解消する方法論について検討する．通

時的差別化料金制度の導入が私的情報の顕示メカニズ

ムとしてどのように機能するのかを説明し，制度の導

入が社会的厚生に及ぼす影響について分析する．さら

に，制度を導入する場合の注意事項について指摘する．

以降では，菱田ら1)にしたがって，事前割引料金システ

ムの導入が家計の経済厚生や社会的厚生に及ぼす影響

を分析する．

市場における価格調整メカニズムが完全でない場合

のサービス割当メカニズムが市場均衡や社会的厚生に

及ぼす影響に関する研究が蓄積されている22)−29)．特

に，価格が短期的に硬直的であり，生産量も短期的に変

動させることが困難である場合，需要の割り当てメカ

ニズムが必要となる．本研究では，同一のサービスに

対して，異なるサービス価格が提供される市場（以下，

差別的料金市場と呼ぶ）に着目する．Prescottによる

先駆的研究以降，差別的料金市場に関する研究が蓄積

されている．Prescottは，同質的なサービスが提供さ

れる完全競争市場において，家計がサービスに対して

同質な選好を有するが，サービス消費に不確実性があ

る場合，サービス消費の確率に応じて内生的に市場が

細分化され，サービス価格が分散化されることを示し

た22)．すなわち，各細分化市場において期待利潤が限

界費用に等しくなるようにサービス価格が決定される

ため，購入確率が大きい細分化市場ではサービス価格

が低く，購入確率が小さい細分化市場ではサービス価

格は大きくなる．さらに，Danaは Prescottの議論を

独占市場・寡占市場に適用し，需要に不確実性が存在

する場合に同質サービスの価格が分散化されることを

示した23)．さらに，Danaは同質サービス市場を対象と

して，独占企業が事前割引料金を導入するメカニズム
24)や企業の収入管理への適用25)を試みている．そこで

は，サービス需要に関する不確実性が小さい家計に対

して事前割引料金が適用され，需要の不確実性の大き

い家計はサービス消費直前の時点で通常料金でサービ

スを購入することが示されている．以上の一連の研究

は，サービス供給量の増加により限界費用が逓増する

ために，企業が再分化された市場ごとに差別化された

価格を設定する原因となっている．しかし，多くの交

通サービスでは，あらかじめ供給量が決定されており，

限界費用が一定である場合が少なくない．これに対し

て，Wilsonは，同質なサービスを提供する独占企業の

行動をモデル化し，独占企業にとって同一な財・サー

ビスに対し複数の価格帯を設定することが最適である

ことを示した30)．そこでは，独占企業は戦略的に各価

格帯の供給量を制限し，超過需要を作り出すことで市

場を部分的にセグメンテーションし，利潤を増加させ

ることが可能であることを示している．さらに，Dana

はWilsonの超過需要の考え方を応用し，独占市場にお

いて需要の不確実性のみから企業が価格分散化策を採

用する誘因を説明している32)．これらの研究は，いず

れも供給制約，価格の硬直性の下でのサービスの割り

1



当てメカニズムの効率性に着目したものであり，家計

と企業の間に存在する情報の非対称性の下において差

別料金システムが果たす顕示メカニズムとしての役割

について考察したものではない．

本研究では，事前割引料金システムを家計の選好の

異質性に関する顕示メカニズムとして位置づける．す

でに，筆者らは家計と企業の間にある情報の非対称性

に着目し，予約システムによる価格硬直的，供給制約

のあるサービスの効率的な割り当てメカニズムに関し

て研究している19)．そこでは，予約システムのキャン

セル料金が，予約システムのオプション価格に相当す

ることを明らかにし，予約システム導入による家計の

厚生低下を抑止するためにはキャンセル料金規制が必

要となることを明らかにした．しかし，サービス価格

は時間を通じて一定であると仮定し，サービス価格の

差別化政策は考慮されていなかった．これに対して本

研究では，航空サービス市場において顕著に見られる

ような事前割引料金システムに着目し，事前割引料金

システムの適用可能性や経済便益について分析するこ

とを目的とする．

2. 基本モデル

(1) モデル化の前提

時間軸上のある 1つの時点において，同質なサービ

スのみが提供される独占市場を考える．企業はサービ

ス供給量を変更できず，サービス供給量は 1に制約さ

れている．サービスを購入できない家計はサービスの

利用をあきらめざるを得ない．独占企業は，時間軸上

の 2つの時点 t = 0, 1でチケットを販売する．企業は，

時点 t = 0において価格 p0 で n0 ≤ 1のチケットを販

売し，時点 t = 1で n1 ≤ 1のチケットを価格 p1で販売

する．なお，のちに示すように，t = 0においてチケッ

トを購入した家計のうち一部は t = 1においてその権

利の行使を放棄することが最適となる．企業が利潤を

最大化するためには，両期において販売するチケット

の和をサービス供給量以上に設定することとなる．し

たがって，n0 + n1 > 1となる可能性を排除しない．チ

ケットはサービスの利用権であり，家計はチケットの利

用権の行使を放棄することができるが，チケット料金

の払い戻しは不可能であると考える．また，チケット

の転売も禁止されている．表記の簡便化のために，以

下では割引率を考慮しない．

家計は，サービス利用時点において，独占企業が提

供する「当該サービスを利用する」か，「代替サービス

を利用する」かという排他的な 2つの選択肢を持って

いる．家計が当該サービスの利用を留保し，代替サー

ビスを利用する場合に獲得できる効用（以下，留保効

用と呼ぶ）は，分析対象となる時間軸上を通じて一定

値 ε (> 0)に確定している．市場には，サービス効用

の確定値の大きさが異なる 2種類のタイプの家計が存

在する．家計のタイプは，サービス効用の確定値が大

きなタイプ（以下，タイプH と呼ぶ）と小さいタイプ

（以下，タイプ Lと呼ぶ）で表わされる．また，タイプ

i (i = H,L)の家計が当該サービスを利用する場合に獲

得できる効用（以下，サービス効用と呼ぶ）uiは，サー

ビス利用時点以前では確定しておらず確率変数である．

サービス効用 ui は，確率 qi (0 ≤ qi ≤ 1) で ūi，確率

1 − qi で 0に確定することのみがわかっている．確率

qi (i = H,L)は，タイプ iの家計が時点 t = 1におい

て，サービス利用を希望する確率であり，以下では消

費確率と呼ぶ．消費確率は，企業と 2つのタイプの家

計にとって，共通知識となっている．すなわち，本研究

では，毎年の帰省や旅行といった同様の予約行動が繰

り返し行われるような場合を想定しており，消費確率

が家計と企業にとって共通知識であるという仮定をお

いている．単発的に行われるイベントの予約行動など，

消費確率の予想が難しい場合にはこの仮定が成立しな

いことも考えられる．また，初期における消費確率に

関する期待がある一定の値に収束するプロセスをモデ

ルで表現することも出来よう．このような拡張は本研

究の範囲を超えるため，ここでは取り扱わないことと

する．

サービス効用の確定値 ūH と ūL の間には

ūH > ūL > 0 (1)

が成立する．タイプH の家計数は 1，タイプ Lの家計

数はQ (> 0)とする．サービス供給量は 1に基準化され

ている．また，留保効用は両タイプ共に同一の値 ε > 0

であり，時間軸上を通じて一定である．以上のことは，

企業と家計の共通知識となっている．

タイプ i(i = H,L)の代表的な家計に着目し，サービ

ス消費行動を記述する．家計の意思決定の論理的順序

関係を図-2に示す．いま，タイプ i (i = H,L)の家計

が，時点 t = 0でサービスの事前割引チケットを購入し

た場合を考えよう．家計は時点 t = 0において，事前割

引チケットの価格 p0 を支払う．時点 t = 1において当

該サービスの利用を断念し，代替サービスを利用した

としても，料金は返還されない．一方，家計が事前割引

チケットを購入しない場合には，必要な場合には時点

t = 1において通常料金チケットの購入を試みることに

なる．仮定より，時点 t = 0, 1のチケットの販売枚数は

(n0, n1)であり，チケットの購入を試みるすべての家計

がチケットを購入できる保証はない．チケットの購入

に失敗した家計は，サービスの利用を断念する．

したがって，時点 t = 1において，タイプ i (i = H,L)

の家計がサービスを利用する場合には，サービス効用と
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事前割引チケットの価格の差である ūi − p0 (i = H,L)

を獲得する．しかし，家計が当該サービスの利用を断

念し，代替サービスを利用した場合には，ε − p0 を獲

得する．すなわち，サービスの事前割引チケットを購

入することは，家計が時点 t = 1において，サービスを

利用し効用 ūi − p0 (i = H,L)を獲得するか，サービス

利用を断念し，留保効用 ε− p0 を獲得するかという選

択肢を獲得する行動に他ならない．

次に，時点 t = 0で事前割引チケットを購入しなかっ

た場合を考えよう．この場合，家計は時点 t = 1におい

て，サービス効用が確定してから，サービスの購入を試

みるかどうか決定する．サービス効用が ūi (i = H,L)

に確定した場合，家計は通常料金チケットの購入を試

みるが，必ずしも購入できるとは限らない．一方，サー

ビス効用が 0に確定した場合には，家計は留保効用 ε

を獲得する．時点 t = 0, 1において，サービスチケッ

トを購入できる確率（以下，購入可能確率と呼ぶ）を

hi (i = 0, 1)と表そう．それぞれのサービスチケットの

購入可能確率は，家計の購入行動の結果として市場で

内生的に決定されるが，ひとまず与件と考えよう．

企業，家計ともに，時点 t = 0において，購入可能確

率に関して，完全予見可能であると仮定する．さらに，

家計と企業は，ともにリスク中立的であると仮定する．

またサービス効用 ūi (i = H,L)，留保効用 ε，消費確

率 qi (i = H,L)，各タイプの家計数 1, Qに関して，

qH + qLQ > 1 (2a)

ūL > ε (2b)

qL(ūL − ε) > qH(ūH − ε) (2c)

が成立すると仮定する．仮定 (2a)はサービスが完売さ

れ，サービスを購入する意思を持ちながら購入できない

家計が発生するための条件である．仮定 (2b)は，サー

ビス効用が ūi (i = H,L)に確定した場合，タイプ H，

タイプ Lの家計がサービスを利用することを保証する

ための条件である．仮定 (2c)は，タイプHとLの双方

の家計がサービスを購入し，また，タイプH の家計が

通常料金チケットを，タイプLの家計が事前割引チケッ

トを購入するための条件である．仮定 (1),(2c)が成り立

つ時，かならず qH < qLとなる．仮定 (2c)が成立しな

い場合，2.(2)で議論したように，タイプH の家計が事

前割引チケットを購入し，タイプ Lの家計はサービス

利用が不可能となる．言い換えれば，仮定 (2c)は事前

割引料金システムが導入されるための必要条件になっ

ている．なお，タイプH の家計数が 1であることより，

タイプ H のサービス消費家計数の期待値は qH (< 1)

となり，タイプH の家計でサービスが完売されること

はない．すなわち，企業はタイプ Lの家計に事前割引

チケットを提供する誘因を持っていることが想定され

図-2　家計の意思決定行動

ていることを断わっておく．

(2) タイプH の家計行動

タイプ H の家計行動を図-2 に従ってモデル化しよ

う．家計は，サービス効用に関する情報を獲得した時

点（t = 1）で，サービスを購入するかどうかを最終的

に決定する．家計行動は，1) 時点 t = 0で事前割引チ

ケットを購入した家計が，t = 1でサービスを利用する

かどうかを決定する問題（部分問題 1），2) 時点 t = 0

で事前割引チケットを購入しなかったか，もしくは購入

できなかった家計が，t = 1でサービスの利用を試みる

かどうかを決定する問題（部分問題 2），3) 時点 t = 0

において事前割引チケットを購入するかどうかを決定

する問題（部分問題 0）という 3つの部分問題に分解で

きる．

a) 部分問題 1の定式化

時点 t = 0においてサービスの事前割引チケットを購

入したタイプH の家計の時点 t = 1における行動を定

式化する．時点 t = 1において，サービス効用 uH は 0

か，ūH のいずれかに確定している．家計は，時点 t = 0

において既に料金 p0を支払い，事前割引チケットを購

入している．このため，実際にサービスを利用し確定

効用 ūH を獲得する場合と，当該サービスの利用を留

保し留保効用 εを獲得する場合とを比較して，効用が

大きくなるような選択肢を選択する．したがって，事

前割引チケットを購入しているタイプH の家計が時点

t = 1において獲得する効用は

VH =

{
ūH − p0 uH = ūHの時

ε− p0 uH = 0の時
(3)

と表現できる．ただし，効用値は金銭タームで表現さ

れている．前提条件 (1),(2b)より，タイプH の家計に

対して，ūH > ε > 0が成立するため，サービス効用
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が uH = ūH に確定した際にはサービスを利用し，サー

ビス効用が uH = 0に確定した場合，代替サービスを

利用し留保効用 εを獲得する．時点 t = 0においては，

サービス効用は不確実であり，確率 qH で ūH に，確率

1− qH で 0に確定することのみがわかっている．した

がって，時点 t = 0において事前割引チケットを購入

できた場合，利用時点 t = 1で得られる効用の期待値

EVH は次式で表わされる．

EVH = qH(ūH − p0) + (1− qH)(ε− p0) (4)

b) 部分問題 2の定式化

時点 t = 0で事前割引チケットを購入しなかった場合，

または購入できなかった場合を考えよう．時点 t = 1で

は，サービス効用は 0か ūH のいずれかに確定する．ま

た，当該時点における通常料金を p1 と表わす．まず，

サービス効用が 0に確定した場合を考えよう．この場

合には，家計はサービスの購入を試みず，留保効用 εを

獲得する．一方，サービス効用が ūH の場合は，サー

ビスの購入を試みる．サービスを購入できた場合には

ūH − p1 の効用を得るが，サービスの購入に失敗した

場合には留保効用 εを獲得する．家計効用は
ūH − p1 uH = ūHかつ購入に成功した時

ε uH = ūHかつ購入に失敗した時

ε uH = 0の時

(5)

と表わせる．時点 t = 1においてサービスの購入が可能

となる確率を h1とすれば，サービスの購入を試みるこ

とにより得られる期待効用は h1(ūH − p1)となる．予

約時点 t = 0の段階では利用時点 t = 1で実現するサー

ビス効用 uH を確定的には把握できない．時点 t = 0で

事前割引チケットを購入しなかった，または購入でき

なかった場合の期待効用は

EUH = qHh1(ūH − p1) + (1− qHh1)ε (6)

となる．ただし，もし時点 t = 1でチケットを購入する

際に支払う通常料金が十分に大きく，ūH − p1 < εが成

立する場合，通常料金チケットの購入は試みず，確率 1

で留保効用 εを獲得する．ここでは，企業が ūH−p1 > ε

を満たすp1を設定していると仮定しよう．のちに，3.(4)

において，独占企業の最適化行動の結果 ūH − p1 > ε

を満たす料金設定を行うことを示す．

c) 部分問題 0の定式化

時点 t = 0でタイプH の家計が事前割引チケットの

購入を試みるかどうかを決定する問題を考えよう．家

計は時点 t = 0において，将来に実現するサービス効用

uの確率分布を与件とした上で，事前割引チケットの購

入を「試みる」か「試みない」かを決定する．事前割引

チケットの購入を試み，かつ購入できた場合には，期

待効用 EVH を獲得する．購入できなかった場合には，

期待効用EUH を獲得する．事前割引チケットの購入を

試みた場合，実際に購入できる確率を h0とする．この

とき，時点 t = 0において事前割引チケットの購入を

試みた場合に獲得する期待効用 ESH は

ESH = h0EVH + (1− h0)EUH (7)

と表わせる．したがって，時点 t = 0における家計行動

は，事前割引チケットの購入を

試みる ESH ≥ EUHの時

試みない ESH < EUHの時

}
(8)

と表現できる．ただし，ESH ≥ EUH ⇔ EVH ≥ EUH

である．事前割引料金システムが導入された場合に，タ

イプH の家計が獲得できる期待総消費者余剰は，

WH = max
{
ESH , EUH , ε

}
(9)

と定義できる．

d) 誘因条件

タイプH の家計が時点 t = 1において通常料金のチ

ケットを購入する誘因を持ち，かつ時点 t = 0におい

て事前割引チケットを購入しない条件は

EUH > EVH (10a)

EUH ≥ ε (10b)

と表せる．これらの条件式は以下のように書き換える

ことができる．

qH(1− h1)(ūH − ε) + qHh1p1 ≤ p0 (11a)

ūH − ε ≥ p1 (11b)

条件 (11a)は，タイプH の家計が時点 t = 0において

事前割引チケットの購入を試みないための条件である．

または条件 (11b)は，タイプH の家計が時点 t = 1に

おいて通常料金チケットの購入を試みるための条件を

表している．ここで，条件 (11a),(11b)を満足するよう

な価格パラメーター (p0, p1) ∈ R2
+ の集合 ΩH を

ΩH = {(p0, p1) ∈ R2
+|式 (11a), (11b)が成立する }

(12)

と表す．集合 ΩH は，タイプH の家計がサービスの事

前割引チケットを購入する誘因を持つような料金パラ

メーター (p0, p1)の集合であり，タイプ H の事前購入

誘因集合と呼ぶ．タイプH の家計は，時点 t = 1にお

いてサービス効用が ūH となった場合にサービスの購入

を試みる．ここで，タイプH の家計数は 1であり，料

金パラメーター (p0, p1)がタイプH の事前購入誘因集

合 ΩH に属する場合，時点 t = 1においてサービスの

通常料金チケットの購入を試みる家計数は qH となり，

企業が設定する通常料金チケットの販売数 n1より大き

い場合には購入できない家計が発生する．したがって，

タイプH の家計が時点 t = 1で最終的に当該サービス

を消費する期待集計的需要D1
H(p0, p1)は，それぞれ

D1
H(p0, p1) = min{n1, qH}, (p0, p1) ∈ ΩH (13)
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と表わされる．なお，以下では，料金パラメーターが

タイプH の事前購入誘因集合に ΩH に含まれる場合を

想定し，議論を進めることとする．料金パラメーター

が事前購入誘因集合に含まれない場合（事前割引料金

システムが機能しない場合）に関する議論に関しては，

改めて 4. (3)でとりあげる．

(3) タイプ Lの家計行動

a) 部分問題

タイプ Lの家計のサービス購入行動も，タイプH の

家計行動と同様に定式化できる．まず，部分問題 1を

とりあげる．時点 t = 0でサービスの事前割引チケット

を購入したタイプ Lの家計が，時点 t = 1で獲得する

効用は

VL =

{
ūL − p0 uL = ūLの時

ε− p0 uL = 0の時
(14)

と表現できる．時点 t = 0で評価した期待値 EVL は

EVL = qL(ūL − p0) + (1− qL)(ε− p0) (15)

となる．つぎに，部分問題 2に着目する．時点 t = 0で

事前割引チケットを購入しなかった，または購入でき

なかった家計の期待効用 EUL は，

EUL = qLh1(ūL − p1) + (1− qLh1)ε (16)

と定義される．最後に，部分問題 0をとりあげ，時点

t = 0におけるタイプ Lの家計の事前割引チケットの

購入行動を定式化する．事前割引チケットの購入を試

み，かつ購入できた場合には，期待効用EVLを獲得す

る．購入できなかった場合には，期待効用EULを獲得

する．このとき，時点 t = 0において事前割引チケット

の購入を試みた場合に獲得する期待効用 ESH は

ESL = h0EVL + (1− h0)EUL (17)

と表わせる．h0は事前割引チケットを購入できる確率

である．時点 t = 0における家計行動は，事前割引チ

ケットの購入を

試みる ESL ≥ EULの時

試みない ESL < EULの時

}
(18)

と表現できる．

b) 誘因条件

事前割引料金システムが，顕示メカニズムとして機

能するためには，タイプ Lの家計が時点 t = 0におい

て事前割引チケットの購入を試み，かつ時点 t = 1に

おいて通常料金チケットの購入を試みないことが必要

である．そのためには

EVL ≥ EUL (19a)

EVL ≥ ε (19b)

ε ≥ EUL (19c)

が成立しなければならない．これらの条件式は以下の

ように書き換えることができる．

qL(1− h1)(ūL − ε) + qLh1p1 ≥ p0 (20a)

qL(ūL − ε) ≥ p0 (20b)

ūL − ε ≤ p1 (20c)

条件 (20a)は，タイプ Lの家計が時点 t = 0において

サービスの事前割引チケットの購入を試みるための条件

である．条件 (20b)は，タイプH の家計が当該サービ

ス市場へ参加するための条件である．また，条件 (20c)

はタイプ Lの家計が時点 t = 0でチケットの購入に失

敗した場合，時点 t = 1においても，またサービスの通

常料金チケットの購入を試みないための条件である．な

お，条件 (20c)を仮定しなくても，仮定 (2a)が成立す

る場合，4.(3)で議論するように企業の利潤最大化行動

により，条件 (20c)は自動的に満足される．ここでは，

議論の見通しをよくするために，条件 (20c)を明示的に

考慮して議論を進める．以上の条件 (20a)-(20c)が成立

する場合，チケットの購入時点によって，家計のタイ

プを選択することができる．条件 (20b),(20c)が成立す

るとき，条件 (20a)はかならず成立する．したがって，

タイプ Lの誘因条件としては，条件 (20b),(20c)のみを

考慮すればよい．条件 (20b),(20c)を満足するような料

金パラメーター (p0, p1) ∈ R2
+ の集合 ΩL（以下，タイ

プ Lの事前購入誘因集合と呼ぶ）を

ΩL = {(p0, p1) ∈ R2
+|式 (20b), (20c)が成立する }

(21)

と定義する．

c) 事前割引料金の成立条件

事前割引料金システムが顕示メカニズムとして機能

するためには，料金パラメーターが集合ΩH とΩLに同

時に含まれなければならない．そこで，事前割引料金

システムが機能するような料金パラメーターの集合を

Ω = {(p0, p1) ∈ R2
+|(p0, p1) ∈ (ΩH ∩ ΩL)} (22)

と定義する．以下，集合Ωを誘因両立集合と呼び，集合

Ωに属する料金パラメーターを誘因両立料金パラメー

ターと呼ぶ．また，企業がこの誘因両立料金パラメー

ターを採用するシステムを，本研究では事前割引料金

システム（料金システム Γと表わす）と定義する．

料金パラメーター (p0, p1) が誘因両立料金パラメー

ターである場合，タイプLの家計は時点 t = 0において

サービスの事前割引チケットの購入を試みる．しかし，

タイプ Lの家計は時点 t = 1において通常料金チケッ

トを購入する誘因をもたない．そのため，時点 t = 0に

おいて事前割引チケットの購入に失敗した場合には，時

点 t = 1において代替サービスを利用し，留保効用 εを

獲得する．次に，時点 t = 0において事前割引チケット
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の購入に成功した場合を考えよう．時点 t = 1において

サービス効用が ūLとなった場合には，当該サービスを

利用し確定効用 ūLを獲得する．また，時点 t = 1にお

いてサービス効用が 0となった場合には，当該サービ

スの利用をあきらめ，代替サービスの利用により留保

効用 εを獲得する．そのため，時点 t = 0で販売される

事前割引チケットの枚数 n0 の中で，実際に時点 t = 1

において行使されるチケットの枚数は qLn0となる．し

たがって，タイプ Lの家計に対する事前割引チケット

の販売枚数 D0
L(p0, p1)と時点 t = 1における当該サー

ビスの実消費量D1
L(p0, p1)は

D0
L(p0, p1) = min{Q,n0}, (p0, p1) ∈ Ω (23a)

D1
L(p0, p1) = qL min{Q,n0}, (p0, p1) ∈ Ω(23b)

と表せる．なお，料金パラメータが誘因両立的である

場合，タイプH，タイプ Lの家計は，自分の戦略を変

更する誘因を持たない．この意味で，誘因両立料金パ

ラメータは，自己拘束的である．

(4) 企業行動と市場均衡

企業が利潤最大化原理に従い，事前割引チケットと

通常料金チケットそれぞれの販売価格と販売枚数を決

定する問題を考える．事前割引チケットの価格と枚数

を (p0, n0)，通常料金チケットの価格と枚数を (p1, n1)

とすると，企業利潤は

π = p0min{n0, Q}+ p1min{n1, qH} − F (24)

と表わされる．ここに，F は企業の固定費用である．企

業の正の利潤を保証するために，一般性を損なうこと

なく ūL− ε > F を仮定する．誘因両立集合Ωの範囲内

で企業が料金パラメーターを決定した場合には，タイ

プ Lの家計は，時点 t = 0で事前割引チケットの購入

を試み，タイプH の家計は，時点 t = 1で通常料金チ

ケットの購入を試みる．このとき，料金パラメーター

(p0, p1)とチケットの発行枚数 (n0, n1)の決定に関する

企業の利潤最大化問題は以下のように定式化できる．

max
p0,p1,n0,n1

p0min{n0, Q}+ p1min{n1, qH} − F

s.t. qH(1− h1)(ūH − ε) + qHh1p1 ≤ p0 (25a)

ūH − ε ≥ p1 (25b)

qL(ūL − ε) ≥ p0 (25c)

ūL − ε ≤ p1 (25d)

min{n1, qH}+ qL min{Q,n0} ≤ 1 (25e)

p1 ≥ 0, p0 ≥ 0, n1 ≥ 0, n0 ≥ 0 (25f)

ここで，制約条件 (25a)-(25d)は，企業が設定する料金

が事前割引料金であることを保証するための条件であ

る．制約条件 (25e)は企業の供給量制約を表している．

企業の設定する料金パラメーター (p0, p1)が誘因両立集

合Ωに含まれる場合，家計によるチケットの期待集計的

購入量D1
H(p0, p1), D

0
L(p0, p1)は，各チケットの発行枚

数 (n0, n1)とは独立に一意的に決定される．そのため，

企業はサービス料金 p0, p1を，制約条件 (25a)-(25e)が

成立する範囲内で最大の値に設定することになる．そ

こで，事前割引チケットの発行枚数の決定問題とは独

立に，サービス料金の決定問題を考える．料金パラメー

ター (p0, p1)の決定問題は

max
p0,p1

p0min{n0, Q}+ p1min{n1, qH} (26a)

s.t. qH(1− h1)(ūH − ε) + qHh1p1 ≤ p0 (26b)

ūH − ε ≥ p1 (26c)

qL(ūL − ε) ≥ p0 (26d)

ūL − ε ≤ p1 (26e)

p1 ≥ 0, p0 ≥ 0 (26f)

と定式化できる．この問題を解くと，企業が設定する

チケットの最適料金 p∗0, p
∗
1 は，{

p∗0 = qL(ūL − ε)

p∗1 = ūH − ε
(27)

と表わせる．家計の消費確率 qLは企業と家計にとって

共通知識であり，企業は式 (27)で示される料金を設定

することにより利潤を最大化できる．なお，厳密には，

家計がサービスを購入しない場合と無差別になること

を避けるために，料金 p∗0, p∗1は，それぞれ qL(ūL − ε),

ūH − εより若干小さい値に設定することが必要となる

が，情報の経済学の慣習2)に従い，近似的に式 (27)が

成立すると考えて，議論を進めることとする．次に，事

前割引チケットの発行枚数の決定問題は以下のように

定式化できる．

max
n0,n1

p∗0min{n0, Q}+ p∗1min{n1, qH} (28a)

s.t. qL min{Q,n0}+min{n1, qH} ≤ 1 (28b)

n1 ≥ 0, n0 ≥ 0 (28c)

この問題を解くと，企業が設定する事前割引チケット，

通常料金チケットの最適発行枚数 n∗
0, n

∗
1 は，{

n∗
0 = 1−qH

qL

n∗
1 = qH

(29)

と求まる．したがって，事前割引料金システムを導入

した際に企業が獲得できる期待利潤は

π∗ = ūL − ε+ qH(ūH − ūL)− F (30)

となる．また，タイプ H, Lの家計は，それぞれ時点

t = 1, t = 0でチケットを料金 (p∗0, p
∗
1)で購入し，それ

ぞれ効用

uH = ε (31a)

EVL = ε (31b)
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を獲得する．以上で求めた均衡解 (p∗0, p
∗
1), (n∗

0, n
∗
1)は，

タイプH, Lの家計を差別的に取り扱っており，本研究

では差別均衡（以下，均衡 ξ と表わす）と呼ぶことと

する．差別均衡においては，家計の効用はタイプの如

何に関わらず留保効用 εに一致する．

(5) 差別均衡における経済厚生

差別均衡における各主体の経済厚生を評価しよう．以

降においては，家計の経済厚生は期待総消費者余剰で，

企業の経済厚生は期待利潤で計測する．また，家計の

期待商消費者余剰と企業の期待利潤とをたしあわせた

ものを社会的厚生として定義する．タイプH の全家計

が獲得する期待総消費者余剰は，式 (31a)より

EW ∗
H = ε (32)

と表わされる．同様に，タイプ Lの全家計が獲得する

期待総消費者余剰は，式 (31b)より

EW ∗
L = Qε (33)

と表わされる．一方，企業が獲得する期待利潤 π∗ は

π∗ = ūL − ε+ qHδ − F (34)

となる．ただし，δ = ūH − ūLである．したがって，社

会的総余剰 SW ∗ は

SW ∗ = Qε+ ūL + qHδ − F (35)

と表せる．また，差別均衡において実現する購入可能

確率は

h∗
0 =

n∗
0

Q
h∗
1 = 1 (36)

と表わせる．

3. 事前割引料金システムの経済便益

(1) 社会的最適化問題

本研究で対象とするサービス市場においては，企業

が家計のタイプとサービス効用に関する情報を持たな

いという 2種類の情報の非対称性が存在する．企業は，

事前割引料金システムを導入することにより，1）家計

の事前割引チケット・通常料金チケットの購入行動を通

じて，タイプに関する情報を，2）通常料金チケットの

購入行動を通じて，タイプH の家計の消費者余剰に関

する情報を獲得することが可能となる．このような事

前割引料金システムの下で実現する差別均衡 ξにより，

社会的最適なサービス割り当てが可能かどうかを分析

する．

いま，家計のタイプとサービス効用に関する情報が，

政府にとって利用可能であると仮定しよう．また，サー

ビス料金を p と表わす．のちに明らかにするように，

サービス料金は家計から企業への所得移転であるため，

料金を家計のタイプ別に設定しても市場でのサービス

取引量に変化は生じない．このため，ここではサービ

ス料金を家計のタイプに応じて差別化しないで議論を

進める．いま，家計を 1) タイプ H でサービス効用が

ūH (サブタイプ (H, 0))，2) タイプH でサービス効用

が 0 (サブタイプ (H, 1))，3) タイプ Lでサービス効用

が ūL (サブタイプ (L, 0))，4) タイプ Lでサービス効

用が 0 (サブタイプ (L, 1)) という 4つのサブタイプに

分類しよう．さらに，サブタイプ (H, 0), (L, 0)の家計

は，1) 料金 pを支払い，サービスを利用することによ

り効用 ūi − p (i = H,L)を獲得する，2) サービスを

利用せず留保効用 εを獲得するという 2つの選択肢が

利用可能である．一方，サブタイプ (H, 1), (L, 1)の家

計は，1) 料金 pを支払い，サービスを利用することに

より効用 0 − p (i = H,L)を獲得する，2) サービスを

購入せず留保効用 εを獲得するという 2つの選択肢が

利用可能である．ただし，−p < εであるから，サブタ

イプ (H, 1), (L, 1)の家計はサービスを購入しない．こ

こで，サブタイプ (H, 0), (L, 0)の家計の中で，サービ

スを購入する家計数を x0
H , x0

Lと表す．また，サブタイ

プ (H, 0), (L, 0), (H, 1), (L, 1)の家計の中で，留保効用

ε を獲得する家計数を y0H , y0L, y
1
H , y1L と表す．この時，

社会的厚生 ˆSW は

ˆSW = x0
H(ūH − p) + (y0H + y1H)ε　

+ x0
L(ūL − p) + (y0L + y1L)ε

+ p(x0
H + x0

L)− F (37)

と表される．上式右辺の第 1項，第 2項はタイプH の

家計の効用，第 3項，第 4項はタイプ Lの家計の効用，

第 5項は企業の利益，第 6項は固定費用である．上式

において，企業利益に関する項は互いにキャンセルア

ウトされる．社会的最適化問題は

max
x0
H
,x0

L
,y0

H
,y0

L
,y1

H
,y1

L

x0
H ūH + x0

LūL

+(y0H + y1H + y0L + y1L)ε (38a)

subject to x0
H + y0H ≤ qH (38b)

y1H ≤ 1− qH (38c)

x0
L + y0L ≤ qLQ (38d)

y1L ≤ (1− qL)Q (38e)

x0
H + x0

L ≤ 1 (38f)

と定式化できる．ただし，仮定 (1),(2b)より，0 < ε <

ūL < ūH が成立する．制約条件 (38b)-(38e)は，サブ

タイプ (H, 0), (H, 1), (L, 0), (L, 1)の家計数が，それぞ

れ qH , 1−qH , qLQ, (1−qL)Qであることを表している．

条件 (38f)はサービスの供給制約を表す．この問題の最
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表-2　事前割引料金システム Γの経済便益
経済主体 差別均衡 ξ 基準均衡 ξ◦ 導入便益

タイプ H の家計 ε qHh◦δ + ε 　 −qHh◦δ (< 0)　
タイプ Lの家計 Qε Qε 0

企業 ūL − ε+ qHδ − F ūL − ε− F qHδ(> 0)

社会的厚生 Qε+ qHδ + ūL − F Qε+ h◦qHδ + ūL − F (1− h◦)qHδ (> 0)

注）第 2 行，第 3 行は，それぞれタイプ H，タイプ L の家計の期待総消費者余
剰を表す．第 4行は企業の期待利潤を，第 5行は社会的厚生を表している．また，
第 2列は差別均衡 ξ，第 3列は基準均衡 ξ◦ における各主体の経済厚生を表す．第
4列は，事前割引料金システムを導入することによる経済厚生の変化を示す．

適解は，{
x0
H = qH

x0
L = 1− qH

{
y0H = 0

y0L = qLQ− (1− qH){
y1H = 1− qH

y1L = (1− qL)Q
(39)

となることが容易に示される．社会的最適化問題にお

ける家計のサービス割り当てパターンは，差別均衡 ξ

における家計のサービス割り当てパターンに一致する．

すなわち，事前割引料金システムを導入することによ

り，社会的に最適な家計のサービス割り当てが実現す

る．社会的最適化問題では，チケット料金 pは，一意

的に決定できない．サービス料金の多寡は，家計と企

業の間の所得移転の問題であり，社会的厚生に影響を

及ぼさない．ここに，以下の命題 1が成立する．

命題 1　差別均衡 ξにより，社会的に最適な家計のサー

ビス割り当てを実現できる．ただし，消費者余剰は企

業に搾取される．

(2) 事前割引料金システムの経済価値

事前割引料金システムの経済価値を評価するために，

事前割引料金料金システムが導入されない基準状態に

おける市場均衡（基準均衡 ξ◦と呼ぶ）を定義する．基

準状態では，サービスの事前割引チケットの販売は行

われず，時点 t = 1にサービスが取引される．サービス

の供給量が制約されており，サービスを家計に割り当

てるメカニズムが必要となる．ここで，家計にサービ

スを確率的に割り当てる「確率的割り当てメカニズム」

を想定しよう．サービスの割り当ては，以下の手順で

実施される．企業が家計にサービス料金 pを通知する．

家計は，企業にサービス購入の意思を顕示する．企業

は，サービス購入の申し込みリストの中から，くじに

よりサービスの購入者を決定する．

事前割引料金システムの経済便益を分析するため

に，事前割引料金システムが成立するための条件

(1),(2a),(2b)が成立する場合を考える．仮定 (2a)より，

サービスの供給量を上回る購入申し込みが存在する．仮

定 (2b)より，企業はタイプ Lの家計も，サービスを販

売する意思を持つ．したがって，企業は条件 (2b)を満

足する範囲の中で，最大のサービス料金を設定する．最

適なサービス料金 p◦は p◦ = ūL − εとなる．サービス

の購入申し込みをした家計が，実際にサービスを購入

できる確率 h◦ は

h◦ =
1

qH + qLQ
(40)

と表される．分母 qH + qLQは，タイプH とタイプ L

の総家計数 1 + Qの内，時点 t = 1においてサービス

効用が ui = ūi (i = H,L)となった家計の総数を表す．

サービスの割り当てが確率的に行われるため，タイ

プH の家計が獲得する効用は，

V ◦
H =


δ + ε uH = ūHかつ購入できた時

ε uH = ūHかつ購入に失敗した時

ε uH = 0の時

(41)

と表される．ただし，δ = ūH − ūL > 0である．また，

各効用値を獲得する家計数の期待値は，それぞれ
h◦qH V ◦

H = δ + ε

(1− h◦)qH V ◦
H = ε

(1− qH) V ◦
H = ε

(42)

となる．タイプH の家計が獲得する期待効用 EU◦
H は

EU◦
H = qHh◦(δ + ε) + (1− qHh◦)ε (43)

となる．したがって，タイプH の家計が獲得する期待

総消費者余剰 EW ◦
H は

EW ◦
H = qHh◦δ + ε > ε = EW ∗

H (44)

となる．つぎに，タイプ Lの家計が獲得する効用は，

V ◦
L =


ε uL = ūLかつ購入できた時

ε uL = ūLかつ購入に失敗した時

ε uL = 0の時

(45)

と表される．また，獲得する期待値は，

V ◦
L = ε (46)

と表される．したがって，タイプ Lの家計が獲得する

期待総消費者余剰は

EW ◦
L = Qε = EW ∗

L (47)

となる．一方，企業が獲得する期待利潤 π◦ は

π◦ = ūL − ε− F < π∗ (48)

となる．したがって，社会的総余剰 SW ◦ は

SW ◦ = Qε+ h◦qHδ + ūL − F (49)
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注）斜線は p0 = qHh1p1 + qH(1 − h1)(ūH − ε) を表す．
Ωc

H ∩ΩLを満たす料金パラメーター (p0, p1)の存在領域（斜
線部）は，p1 = ūH−εと p0 = qHh1p1+qH(1−h1)(ūH−ε)
の境界は含まない．ΩH ∩ Ωc

L を満たす料金パラメーター
(p0, p1) の存在領域（斜線部）は，p1 = ūL − ε と p0 =
qL(ūL − ε)の境界は含まない．Ωc

H ∩Ωc
L を満たす料金パラ

メーター (p0, p1)の存在領域（斜線部）は，p1 = 0と p0 = 0
を除いたすべての境界は含まない．　

図-3　料金パラメーター (p0, p1)の存在領域

と表せる．以上の結果，事前割引料金システムの経済

便益は表-2のようにまとめられる．ここに以下の命題

が成立する．

命題 2　事前割引料金システム Γの導入により，企業

の期待利潤，および社会的厚生は改善するが，タイプ

H の家計の経済厚生が低下する．また，タイプ Lの家

計は，サービス利用の機会が低下するが，経済厚生は

変化しない．

(3) 企業の誘因条件

命題 2は，チケットの料金パラメータが誘因両立条

件 (11a),(11b), (20b),(20c)を満足する場合に成立する．

この命題が成立するためには，企業が利潤最大化行動

を通じて，事前割引料金システムを必ず採用すること

を確認しておく必要がある．命題 2に示したように，企

業は事前割引料金システムを導入することにより，基

準均衡 ξ◦の場合よりも期待利潤を増加させることが可

能である．しかし，企業が事前割引料金システムを導

入する誘因をもつためには，差別均衡 ξの場合よりも，

企業の期待利潤がより大きくなるような市場均衡が存

在しないことが条件となる．

誘因両立条件 (11a),(11b), (20b),(20c)が成立しない

場合として，ケース 1) (p0, p1) ∈ (Ωc
H ∩ΩL)，ケース 2)

(p0, p1) ∈ (ΩH ∩Ωc
L)，ケース 3) (p0, p1) ∈ (Ωc

H ∩Ωc
L)

の 3つの場合が存在する．ただし，上付添え字 cは，補

集合を表す．

まず，1) (p0, p1) ∈ (Ωc
H∩ΩL)の場合を考える．Ωc

H∩
ΩLに含まれる料金パラメーター (p0, p1)の存在領域を

図-3に示している．この領域の中で，時点 t = 1で販売

する通常料金 p1が ūH − ε < p1 を満足する場合，両タ

イプの家計は時点 t = 1でチケットを購入しない．この

とき，時点 t = 0における事前割引料金 p0を qL(ūL−ε)

に設定すれば，タイプ Lの家計のみが事前割引チケッ

トを購入する．しかし，タイプLの家計数が十分多いと

仮定しても，企業は基準均衡 ξ◦の期待利潤 π◦ = ūL−ε

以下の期待利潤しか獲得できない．また，一方，事前

割引料金 p0 を qH(ūH − ε) に設定するならば，両タ

イプの家計が時点 t = 0で事前割引チケットを購入す

る．このとき，時点 t = 1で最終的に消費されるサー

ビス数が 1となるように，企業は事前割引チケットを

n0 = 1+Q
qH+qLQ に設定する．企業が獲得する期待利潤は

qH(1+Q)
qH+qLQ (ūH − ε)となるが，前提条件 (2a)-(2c)により

差別均衡 ξにおける企業の期待利潤よりも小さくなる．

つぎに，通常料金 p1 を ūH − εに設定する場合に着目

する．このとき，タイプH の家計のみ時点 t = 1で通

常料金チケットを購入する．さらに，事前割引チケット

の価格 p0 を限りなく qH(ūH − ε)に近い値に設定する

ならば，両タイプの家計が時点 t = 0において事前割

引チケットを購入する．したがって，時点 t = 0におい

て事前割引チケットを購入できなかったタイプH の家

計は時点 t = 1において通常料金チケットを購入する．

このような料金設定の下でのチケットの最適発行枚数

は (n0, n1) = ( (1−qH)(1+Q)
qLQ , 1 − (1−qH)(qH+qLQ)

qLQ ) とな

るとなり，企業の期待利潤は qH(ūH − ε)( 1−qH+qL
qL

)と

なる．しかし，これは差別均衡 ξにおける企業の期待利

潤よりも小さい．また，通常料金 p1を ūL−εに設定し，

事前割引料金 p0を限りなく qH(ūH − ε)− qHh1(ūH −
ūL)に近い値に設定した場合，両タイプの家計が時点

t = 0, t = 1を通じてチケットの購入を試みる．しかし，

p0 = qH(ūH − ε) > qH(ūH − ε)− qHh1(ūH − ūL)と仮

に設定したとしても，企業が獲得できる最大の期待利

潤は ūL − εであるから，この場合もやはり，差別均衡

ξにおける企業の期待利潤 π∗よりも小さくなる．以上

の結果より，料金パラメーター (p0, p1)が Ωc
H ∩ ΩL に

含まれる場合，企業が獲得する期待利潤 πは差別均衡

ξにおける企業の期待利潤 π∗よりも明らかに小さくな

ることがわかる．

つぎに，2) (p0, p1) ∈ (ΩH ∩Ωc
L)の場合を考える．事

前割引料金 p0 が p0 > qL(ūL − ε)を満足する場合を考

えよう．このような料金の下では，両タイプの家計は事

前割引チケットを購入しない．このとき，普通料金 p1

を ūH − εに設定するならば，タイプ H の家計のみが

通常料金チケットの購入を試みる．通常料金チケット

の購入を試みるタイプ H の家計数は qH となり，企業

が獲得できる期待利潤は qH(ūH − ε)となる．前提条件

(1)-(2c)より，qH(ūH − ε) < qL(ūL− ε) < ūL− ε が成

立する．また，通常料金 p1 を ūL − εに設定するなら
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ば，両タイプの家計が時点 t = 1で通常料金チケットの

購入を試みる．このとき，前提条件 (2a)より，企業の

獲得する期待利潤 πは ūL − εとなる．つぎに，事前割

引料金 p0 が qL(ūL − ε)に設定される場合を考えよう．

この場合，タイプ Lの家計のみが事前割引チケットの

購入を試みる．さらに，通常料金 p1を ūL− εに設定し

た場合，両タイプの家計が通常料金チケットの購入を

試みる．企業が発行する最適チケット枚数 (n0, n1)は

qLn0 +n1 = 1を満たす任意の値となり，企業が獲得す

る期待利潤は ūL − εとなる．時点 t = 0で販売する事

前割引チケットの価格 p0 を qH(ūH − ε)に，通常料金

チケットの価格 p1 を ūL − εに設定した場合，両タイ

プの家計が時点 t = 0, t = 1を通じてサービスチケット

の購入を試みる．このとき，企業が獲得する期待利潤

は ūL − εとなる．以上の結果より，料金パラメーター

(p0, p1)が ΩH ∩ Ωc
L に含まれる場合，企業が獲得する

期待利潤 πは差別均衡 ξにおける企業の期待利潤 π∗よ

りも明らかに小さくなることがわかる．

最後に，3) (p0, p1) ∈ (Ωc
H ∩Ωc

L)の場合を考える．料

金パラメーター (p0, p1)を図-3の右上の領域に設定す

る場合には，どちらのタイプの家計も時点 t = 0, t = 1

を通じてチケットを購入しない．また，料金パラメー

ター (p0, p1)を図-3の左下の領域に設定する場合，企

業が獲得する期待利潤が他の場合に比べ明らかに小さ

くなる．結果として，企業は事前割引料金システムを導

入することにより，期待利潤を最大にすることが可能

であり，企業は事前割引料金システムを導入する誘因を

もつことが保証される．すなわち，前提条件 (2a)-(2c)

が成立する場合，企業は利潤最大化行動の結果として

事前割引料金システム Γを導入し，命題 2が成立する

ことになる．

(4) 比較静学分析

基本モデルの外生パラメーターが，各主体の経済的

厚生に及ぼす影響について分析する．差別化均衡 ξ に

おける各主体の経済的厚生と社会的厚生は
EW ∗

H = ε

EW ∗
L = Qε

π∗ = ūL − ε+ qHδ − F

SW ∗ = Qε+ qHδ + ūL − F

(50)

と整理できる．一方，基準均衡 ξ◦における各主体の経

済厚生は 
EW ◦

H = qHh◦δ + ε

EW ◦
L = Qε

π◦ = ūL − ε− F

SW ◦ = Qε+ h◦qHδ + ūL − F

(51)

と整理できる．したがって，差別化事前料金システム

の経済便益は 
∆EW ∗

H = qHh◦δ

∆EW ∗
L = 0

∆π∗ = qHδ

∆SW ∗ = (1− h◦)qHδ

(52)

と表せる．このとき，タイプH の家計の消費確率 qH，

タイプ Lの家計の消費確率 qL，タイプ H の家計の確

定効用 ūH，タイプ Lの家計の確定効用 ūL，留保効用

ε，タイプH とタイプ Lの家計数の比Qの限界的な変

化が，各主体の経済厚生に及ぼす影響を一括して表-3,4

に整理している．他のパラメーターを一定にした場合，

留保効用 εが小さくなるほど，また，タイプH の家計

の消費確率 qH が大きくなるほど，タイプH の家計の

サービス効用 ūH が大きくなるほど企業の期待利潤は

大きくなる．ūH > εの仮定より，タイプ H の家計が

持つサービス利用に対する支払意志額はサービス効用

ūH と留保効用 εの差に比例する．そのため，留保効用

εが小さくなるほど，サービスに対する支払意志額が大

きくなる．その結果，留保効用 εの増加は，企業の期待

利潤の増加をもたらす．次に，タイプH の家計の消費

確率 qH について考える．タイプH の家計数とサービ

スの供給量が 1に制約されていることにより，タイプ

H の家計の消費確率 qH が大きくなるほど，料金の高

い通常料金チケットの購入者数が増加する．その結果，

タイプH の家計の消費確率 qH が大きくなるほど，通

常料金チケットの販売数が増え，企業期待利潤の増加

につながる．最後に，タイプH の家計のサービス効用

ūH について考える．留保効用 εの場合と同様に，仮定

ūH > εより，タイプ H の家計のサービス利用に対す

る支払意思額はサービス効用 ūH と留保効用 εの差に

比例する．そのため，タイプH の家計のサービス効用

ūH が大きくなるほど，サービスに対する支払意思額が

大きくなる．その結果，タイプH の効用 ūH の増加は，

企業の期待利潤の増加をもたらす．また，タイプ Lの

家計の消費確率 qLの変化は，各主体の経済厚生に影響

を与えない．

最後に，事前割引料金システムの導入効果に関して

は，タイプ Lの家計の消費確率 qLが大きくなれば，タ

イプH の家計に対する事前割引料金システムの導入効

果が低下する．その一方で社会的厚生は増加すること

になる．ここで，タイプH の家計厚生が減少する理由

について考えよう．タイプ Lの家計の消費確率 qLが大

きくなることにより，基準均衡においてサービスに対す

る需要が大きくなる．そのため，タイプH のサービス

の購入可能確率 h◦が小さくなるので，確実にサービス

を利用できるために払ってもよいと考える料金が大き

くなる．したがって，事前割引料金システムにおいて，
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表-3　差別化事前料金システム Γに関する比較静学分析の結果 (その 1)

経済主体 qH qL ε

EW ∗
H 0 0 1 (> 0)

EW ∗
L 0 0 Q (> 0)

π∗ δ (> 0) 0 　 −1 (< 0)　
SW ∗ δ (> 0) 0 Q (> 0)

∆EW ∗
H qLh

◦2Qδ (> 0) −qHh◦2Qδ (< 0) 0
∆EW ∗

L 0 0 0
∆π∗ δ (> 0) 0 0

∆SW ∗ (1− qLh
◦2Q)δ (> 0) 　　　 qHh◦2Qδ (> 0)　　　 　　 0　　

注）第 2行，第 3行，第 4行は，それぞれタイプ H，タイプ Lの家計の期待総消費者余
剰，企業の期待利潤を，第 5行は社会的厚生を表している．さらに，第 6行以下は，差
別化事前料金システム導入による各主体の経済厚生，および社会的厚生の変化を表してい
る．また，第 2列は qH，第 3列は aL，第 4列は，εに関する比較静学であることを示
す．比較静学における符号の評価結果は自明であり，証明を省略する．

表-4　差別化事前料金システム Γに関する比較静学分析の結果 (その 2)

経済主体 ūH ūL Q

EW ∗
H 0 0 0

EW ∗
L 0 0 ε (> 0)

π∗ qH (> 0) 1− qH (> 0) 　 0　
SW ∗ qH (> 0) 1− qH (> 0) ε (> 0)

∆EW ∗
H qHh◦ (> 0) −qHh◦ (< 0) −qHqLh

◦2δ (< 0)
∆EW ∗

L 0 0 0
∆π∗ qH (> 0) −qH (< 0) 0

∆SW ∗ qH(1− h◦) (> 0) −qH(1− h◦) (< 0) qHqLh
◦2δ (> 0)

注）第 2列は ūH，第 3列は ūL，第 4列は Qに関する比較静学であるこ
とを示す．

企業が設定する普通料金 p1が大きくなるため，タイプ

H の家計厚生は低下する．一方，タイプ Lの家計の消

費確率 qLが大きくなる場合，基準均衡におけるタイプ

H の家計に割り当てられるサービス数が減少する．そ

のため，社会的なサービスの割り当ての効率性が低下

するので，事前割引料金システムの導入による社会的

最適なサービス割り当て実現の効果が大きくなる．し

たがって，タイプ Lの家計の消費確率 qLの増加は，社

会的厚生全体を増加させることになる．

4. 拡張モデル

(1) 拡張モデルの基本方針

命題 2，および命題 2で示したように，事前割引料金

システムの導入は社会的厚生の改善をもたらす．しか

し，事前割引料金システムの導入により，企業は家計

のタイプとサービス効用に関する情報を獲得できるよ

うになる．このため，企業はサービスの料金設定を通

じて，家計の消費者余剰を吸収することが可能となり，

家計の経済厚生が逆に低下することが判明した．そこ

で，以下では，企業の事前割引料金システム導入に対

する誘因条件を確保した上で，家計の期待総消費者余

剰を低下させないような価格規制政策を求める．その

上で，事前割引料金システムの導入により，家計の経

済厚生を改善させるために通常料金チケットの価格規

制策が有効であることを示す．

(2) サービス料金規制政策

事前割引料金システム導入が社会的に受け入れられ

るためには，事前割引料金システム導入によりタイプ

H,Lのそれぞれの家計の期待総消費者余剰が低下しな

いことが求められる．したがって，規制下の事前割引

料金システム導入時の期待総消費者余剰 EWH , EWL

が一括均衡 ξ◦の期待総消費者余剰EW ◦
H , EW ◦

L以上で

なければならないと考えよう．そのためには，チケット

の価格 p0, p1 は

EWH − EW ◦
H

= qH(ūH − p1) + (1− qH)ε− qHh◦δ + ε ≥ 0

EWL − EW ◦
L = Q[h0{qL(ūL − p0)

+ (1− qL)(ε− p0)}+ (1− h0)ε− ε] ≥ 0

を満たす必要がある．この 2つの条件は

p0 ≤ qL(ūL − ε) (53a)

p1 ≤ ūH − ε− h◦δ (53b)

と書き換えることができる．したがって，両タイプの家

計の厚生を低下させない条件を考慮に入れたとき，企

業の利潤最大化問題は

min
p0,p1

{p0n∗
0 + p1n

∗
1 − F} (54a)

s.t. qHp1 ≤ p0 (54b)

ūH − ε ≥ p1 (54c)

qL(ūL − ε) ≥ p0 (54d)

ūL − ε ≤ p1 (54e)
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p1 ≤ ūH − ε− h◦δ (54f)

p1 ≥ 0, p0 ≥ 0 (54g)

と定式化できる．ただし，制約条件 (54b),(54c)はタイ

プ H の家計の行動誘因条件，制約条件 (54d),(54e)は

タイプ Lの家計の行動誘因条件である．また，制約条

件 (54f)はタイプ H の家計が厚生を低下させないため

の条件である．このとき，企業の設定する最適チケット

価格 p0
∗, p1

∗ は，

p0
∗ = qL(ūL − ε) (55a)

p1
∗ = ūH − ε− h◦δ (55b)

となる．この場合も，サービス購入を確実に誘因づけ

るためには，最適価格は右辺に示す値よりも若干小さ

い値に設定する必要があるが，上式が近似的に成立す

ると考える．したがって，事前割引チケットと通常料

金チケットの価格 p0, p1を p0
∗, p1

∗以下に規制すること

で，期待総消費者余剰を低下させることなく，社会的厚

生（期待総消費者余剰と企業の期待利潤との和）を最

大化することが可能になる．ここで，問題 (54a)-(54g)

において，通常料金を p1
∗に規制した場合を考えよう．

この場合，企業の利潤最大化行動を通じて，最適な事

前割引料金 p0
∗は，自動的に実現される．したがって，

政府による事前割引チケットの価格に関する規制は不

必要である．命題 1で述べたように，チケットの価格

は，社会的厚生に影響を及ぼさない．したがって，料金

規制政策は，社会的厚生に影響を及ぼさず，家計と企

業の間の所得配分に影響を及ぼすだけである．料金規

制下の差別均衡 ξ における各主体の経済厚生と，一括

均衡 ξ◦と比較した場合の経済厚生の変化を表-5に一括

して整理している．同表のように，通常料金チケット

の価格 p1を p1
∗以下に規制した場合に，事前割引料金

システムの導入により，期待総消費者余剰の低下を招

くことなく社会的最適なサービス割り当てを実現する

ことが可能となる．ここで，命題 3が成立する．

命題 3　事前割引料金システム Γの下で，通常料金チ

ケットの価格 p1 を条件 (55b)以下に規制することで，

社会的厚生を不変に保ちつつ，両タイプの家計厚生と

企業の期待利潤のすべてを改善させることができる．

表-5に示すように，通常料金規制下における差別均

衡 ξにおいて，各経済主体が獲得できる 2つのタイプの

家計の経済厚生 EW ∗
H , EW ∗

L，企業の期待利潤 π∗，お

よび社会的厚生 SW
∗
は，それぞれ

EW
∗
H = qHh◦δ + ε

EW
∗
L = Qε

π∗ = ūL − ε+ (1− h◦)qHδ − F

SW
∗
= Qε+ qHδ + ūL − F

(56)

と表せる．また，差別均衡 ξと一括均衡 ξ◦を比較する

ことにより，事前割引料金システムの経済便益は
∆EW

∗
H = 0

∆EW
∗
L = 0

∆π∗ = (1− h◦)qHδ

∆SW
∗
= (1− h◦)qHδ

(57)

と定義できる．さらに，比較静学分析を行った結果を

表-6, 7に一括整理している．料金規制下における差別

均衡 ξ̄においても，タイプH の家計の効用水準が，基

準均衡 ξ◦における効用水準と同一水準になるように規

制されるため，qH が大きなるとタイプ H の家計効用

は増加するが，qLが増加すれば低下する．また，ūH の

増加により，タイプH の家計効用は増加するが，逆に

ūLの増加により減少する．当然のことながら，∆EW
∗
H

は，パラメータ qH , qL,ε, ūH ,ūL, Qの変化の影響を受け

ない．一方，差別均衡 ξの場合と異なり，qLの増加に

より，企業の期待利潤 π̄∗ は増加する．基準均衡 ξ◦ か

ら差別均衡 ξ̄ へ移行することによる企業の期待利潤の

増分は，qH , qL,ūH の増加により増加するが，ūL の増

加により期待利潤の増分は減少する．

(3) 政策的含意と若干の留保事項

基本モデルでは，単一サービスに関する独占市場を

とりあげ，事前割引料金システムの優先割り当て便益

について検討した．その結果，命題 1，命題 2が成立

し，企業の期待利潤と社会的厚生は改善されるが，家計

の経済厚生は低下することが判明した．以上の成果は，

事前割引料金システムを導入により家計厚生が増加す

るであろうという社会的な期待に反する結果となって

おり，独占的サービス市場における事前割引料金シス

テムの導入に対しては，料金規制が必要であることが

判明した．特に，タイプH の家計厚生が低下しないよ

うに，サービス消費直前に販売されるチケット価格に

対する料金規制が必要である．このような料金規制政

策としては，企業の料金設定行動に対する規制のみな

らず，第 3者によるチケットの転売（時点 t = 0におい

て事前割引チケットを購入し，時点 t = 1において高

額で転売）するような行動を規制するような方策も含

まれる．また，本研究では，チケットのキャンセルによ

る料金の（一部）払い戻しを考慮していない．タイプ

Lの家計が時点 t = 0において購入した事前割引チケッ

トに対して，キャンセルによる料金の払い戻しを認め

ることにより，企業は事前割引チケットの価格を引き

上げることが可能となる．また，キャンセルが発生し

たサービスを時点 t = 1においてタイプH の家計に追

加的に販売することも可能である．このようにキャン

セル料金の導入により，企業はより多くの利潤を獲得

することが可能である．この場合も，差別均衡 ξ と同
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表-5　事前割引料金システム Γの経済便益
経済主体 差別均衡 ξ 一括均衡 ξ◦ 導入便益

タイプ H の家計 qHh◦δ + ε qHh◦δ + ε 　 0　
タイプ Lの家計 Qε Qε 0

企業 ūL − ε+ (1− h◦)qHδ − F ūL − ε− F (1− h◦)qHδ(> 0)

社会的厚生 Qε+ qHδ + ūL − ε− F Qε+ h◦qHδ + ūL − F (1− h◦)qHδ (> 0)

注）第 2行，第 3行は，それぞれタイプH，タイプ Lの家計の期待総消費者余剰を表す．
第 4行は企業の期待利潤を，第 5行は社会的厚生を表している．また，第 2列は料金規
制下における差別均衡 ξ，第 3列は一括均衡 ξ◦ における各主体の経済厚生を表す．第 4
列は事前割引料金システムを導入することによる経済厚生の変化を示す．

表-6　事前割引料金システム Γに関する比較静学分析の結果 (その 1)

経済主体 qH qL ε

EW
∗
H qLh

◦2Qδ (> 0) −qHh◦2Qδ (< 0) 1 (> 0)

EW
∗
L 0 0 Q (> 0)

π∗ (1− qLh
◦2Q)δ (> 0) qHh◦2Qδ (> 0) 　 −1 (< 0)　

SW
∗

δ (> 0) 0 Q (> 0)

∆EW
∗
H 0 0 0

∆EW
∗
L 0 0 0

∆π∗ (1− qLh
◦2Q)δ (> 0) qHh◦2Qδ (> 0) 0

∆SW
∗

(1− qLh
◦2Q)δ (> 0) 　　　 qHh◦2Qδ (> 0)　　　 　　 0　　

注）第 6 行以下は，事前割引料金システム導入による各主体の経済厚生，
および社会的厚生の変化を表している．また，第 2列は qH，第 3列は qL，
第 4列は εに関する比較静学であることを示す．

表-7　事前割引料金システム Γに関する比較静学分析の結果 (その 2)

経済主体 ūH ūL Q

EW
∗
H qHh◦ (> 0) −qHh◦ (< 0) −qHqLh

◦2δ (< 0)

EW
∗
L 0 0 ε (> 0)

π∗ qH(1− h◦) (> 0) 1− qH(1− h◦) (> 0) 　 qHqLh
◦2δ (> 0)　

SW
∗

qH (> 0) 1− qH (> 0) ε(> 0)

∆EW
∗
H 0 0 0

∆EW
∗
L 0 0 0

∆π∗ qH(1− h◦) (> 0) −qH(1− h◦) (< 0) qHqLh
◦2δ (> 0)

∆SW
∗

qH(1− h◦) (> 0) −qH(1− h◦) (< 0) qHqLh
◦2δ (> 0)

注）第 2列は ūH，第 3列は ūL，第 4列は Qに関する比較静学であるこ
とを示す．

様に，企業による消費者余剰の一方的な搾取が発生す

るため，時点 t = 1における通常料金の規制が必要とな

る．ただし，小林らの研究19)と異なり，キャンセル料

金は顕示メカニズムの役割を果たさない．したがって，

基本モデル，拡張モデルにおいてキャンセル料金を考

慮したとしても，本研究で得られた命題の内容に変化

は生じない．

以上の結論は本研究で設定した前提条件 (2a)-(2c)に

依存していることは言うまでもない．すなわち，本研

究では，サービス需要は不確実であるが，いずれの状

況が生起しても常に超過需要が存在するような場合を

想定していた．しかし，時点 t = 1において，サービ

スの超過供給が判明した場合，企業がチケット価格を

ディスカウントする可能性も存在する．さらに，サー

ビス料金が直前に割引されることを家計が期待すれば，

家計のチケット購入行動も変化するだろう．このよう

なサービスの超過供給の問題は，本モデルの分析対象

外であり，将来の課題としたい．また，3.(1)で言及し

たように，本研究ではタイプH の家計によるサービス

消費量 qH が 1未満であり，タイプ Lによるサービス

消費が常に存在する場合を想定している．タイプH に

よる消費量が供給量を上回る場合，企業はサービスを

タイプH の家計にのみ販売すればよく，事前割引料金

システムを導入する意味はない．さらに，複数の企業

がサービスを供給するような複占的，寡占的市場にお

いては，企業間競争を通じて企業・家計間の所得移転

が抑止される可能性がある．複占市場など企業間競争

が存在する場合には，多様な差別化料金システムを導

入することにより，家計，企業の双方が厚生を改善す

ることが可能となる場合があることを指摘しておく．

5. おわりに

本研究では，家計のサービス選好に不確実性と異質

性が存在し，かつ供給制約のある同質サービスの独占

市場を対象として，事前割引料金システムの経済便益に

ついて分析した．その結果，事前割引システムが，サー

ビス料金の通時的差別化により，家計が選好タイプと
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いう私的情報を開示するという顕示メカニズムを有す

ることを明らかにした．さらに，企業の利潤最大化行

動により，事前割引料金システムが導入された場合，社

会的厚生は増加するものの，家計から企業へ所得移転

が発生し，家計の経済厚生が減少する．家計の経済厚

生の悪化を可能な限り抑制するためには，政府による

通常料金規制が必要となることが判明した．以上の知

見は，本研究における仮定の下で成立する事項ではあ

るが，事前割引料金システムが有する本質的な問題点

の 1つを指摘したと考える．今後，実証分析を通じて，

本研究で指摘した事前割引料金システムが有する問題

に関する経験的知見を蓄積することが必要である．

本研究で得られた知見に対しては，5．(3)で考察した

ように，いくつかの留保事項が存在する．本研究とは

異なる市場環境における予約システムの経済便益につ

いてさらに研究を進展させることが必要である．特に，

理論的研究の範囲に絞っても，以下のような事項が今

後の研究課題として残されている．第 1に，基本モデ

ルを拡張し，複数サービスを対象として需要の平準化

便益を分析することが必要である．また，企業が時間

軸にそってサービスを複数回供給する場合には，企業

が家計の購入行動の結果を受けて次期の価格を変更す

るような動的政策により，家計の私的情報を獲得する

ことが可能となる．このような動学モデルへの拡張が，

今後の課題として残されている．第 2に，本研究では独

占的サービス市場を対象としていたため，命題 2で示

したような消費者便益の移転が発生する．しかし，複

数の企業が同種のサービスを供給するような複占市場，

寡占市場においては，企業間の競争により家計と企業

の間の所得移転が抑止される可能性がある．企業間競

争下での事前割引料金システムの経済便益について今

後分析が必要となる．また，需要に不確実性が存在し，

サービスが完売されない可能性がある場合，直前の時

点おける割引チケットの販売といった価格分散化政策

も必要になる場合がある．最後に，事前割引料金システ

ムの効用として，スケジュール調整便益が考えられる．

家計は，予約することにより，サービス消費が不可能

となるスケジュール・リスクを削除することができる．

一方で，サービス消費をキャンセルできるというオプ

ション33),34)を保有する．このようなサービス消費機会

の確保とオプションの保有を通じて，他の多くの活動

間の時間的調整が容易となる．このようなスケジュー

ル調整便益に関しては，従来の交通行動分析において

ほとんど考慮されてこなかった事項であるが，多様な

事前割引料金や予約システムの経済便益を分析するた

めには重要な基礎研究になると考える．

付図-1　 n0 ≤ Q,n1 ≤ qHの場合
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